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来
年
度
予
算
編
成

今
回
の
事
件
は
、遺
憾
の
極
み
で
あ
り
、

県
民
の
負
託
を
受
け
て
県
執
行
部
を
チ
ェ
ッ
ク

す
べ
き
議
会
に
身
を
置
く
者
と
し
て
責
任
を
感

じ
て
い
る
。知
事
不
在
と
い
う
異
常
事
態
が
県

民
生
活
や
県
経
済
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
な

く
、選
挙
後
に
新
知
事
の
意
向
を
反
映
し
た
新

年
度
予
算
を
編
成
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

財
政
健
全
化
の
取
り
組
み
を
着
実
に
実

施
し
、限
ら
れ
た
財
源
を
県
勢
発
展
に
つ
な
が

る
施
策
に
重
点
的
か
つ
効
率
的
に
配
分
す
る
こ

と
を
基
本
に
、粛
々
と
作
業
を
進
め
て
い
る
。新

知
事
が
決
ま
り
次
第
、判
断
を
仰
ぎ
な
が
ら
予

算
編
成
に
取
り
組
む
。

　

事
件
の
認
識
と
再
発
防
止

今
回
の
事
件
は
、県
民
へ
の
裏
切
り
で
あ

り
、そ
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。県
は
ど
う
捉

え
、再
発
防
止
を
ど
う
す
る
の
か
。

県
民
の
信
頼
を
大
き
く
損
な
い
、和
歌

山
の
イ
メ
ー
ジ
も
大
き
く
凋
落
さ
せ
た
も
の

で
、責
任
の
重
さ
を
痛
感
し
て
い
る
。今
後
は
、

入
札
制
度
を
徹
底
検
証
し
、よ
り
透
明
性
、競

争
性
の
高
い
入
札
制
度
改
革
や
、誰
の
目
か
ら

見
て
も
ガ
ラ
ス
張
り
と
呼
べ
る
県
政
構
築
に
取

り
組
む
必
要
が
あ
る
。

　

知
事
親
睦
会
に
つ
い
て

前
知
事
の
親
睦
会
、２１
会
と
翔
樹
会
の

活
動
内
容
、会
費
の
使
途
、事
務
局
に
つ
い
て
説

明
さ
れ
た
い
。ま
た
、こ
れ
ら
親
睦
会
の
会
員
が

行
政
委
員
に
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

二
つ
の
会
に
つ
い
て
は
、知
事
公
室
で
事

務
局
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。活
動
内
容
は
、

懇
親
会
を
開
催
し
、知
事
の
県
政
報
告
や
お
互

い
の
親
睦
交
流
を
行
っ
て
い
た
。会
費
の
使
途
に

つ
い
て
は
、捜
査
中
で
あ
る
の
で
差
し
控
え
る
。

行
政
委
員
は
、現
在
３
名
選
任
さ
れ
て
い
る
。

　

損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て

県
土
木
工
事
で
の
談
合
事
件
だ
が
、今

後
、「
損
害
賠
償
請
求
」は
、考
え
て
い
る
の
か
。

談
合
事
件
に
か
か
る
請
負
業
者
へ
の
損

害
賠
償
請
求
は
、建
設
工
事
請
負
契
約
条
項
に

定
め
て
お
り
、競
売
入
札
妨
害
罪
の
刑
が
確
定

し
た
時
点
で
支
払
い
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。請
求
額
は
、平
成
１７
年
６
月
以
前
の
契
約

は
契
約
額
の
１０
分
の
１
、そ
れ
以
降
の
契
約
は

１０
分
の
２
と
な
っ
て
い
る
。

　

入
札
監
視
委
員
会

本
県
の
入
札
監
視
委
員
会
の
構
成
は
。

不
正
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
事
例
や
、提
言
等

は
あ
っ
た
の
か
。

学
識
経
験
者
の
中
か
ら
知
事
が
選
任
す

る
。現
在
、弁
護
士
２
名
、大
学
教
授
１
名
、中

小
企
業
診
断
士
１
名
の
４
名
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。抽
出
し
た
工
事
の
入
札
経
緯
等
を
審
議

し
、様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、特
に
不

適
切
な
点
、改
善
す
べ
き
点
な
ど
指
摘
さ
れ
た

事
例
は
な
か
っ
た
。条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
の

導
入
、談
合
不
正
行
為
の
徹
底
防
止
な
ど
が
提

言
さ
れ
た
。

　

調
査
委
員
会

談
合
の
事
実・原
因
と
再
発
防
止
に
つ
い

て
調
査
研
究
す
る
こ
と
は
、県
と
し
て
当
然
の

課
題
で
あ
る
が
、事
件
の
調
査
委
員
会
の
取
り

組
み
状
況
は
。

新
し
い
知
事
が
決
ま
り
次
第
、意
向
を

確
認
し
た
上
で
、対
応
し
て
い
く
。

　

治
水
対
策

地
域
防
災
に
向
け
て
の
河
川
整
備
を
中

心
と
し
た
治
水
対
策
の
現
状
認
識
と
今
後
の
取

り
組
み
方
針
は
。

河
川
の
治
水
対
策
は
、県
民
の
安
全・安

心
を
支
え
る
根
幹
を
な
す
も
の
だ
が
、ま
だ
課

題
が
多
々
残
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

治
水
対
策
は
、時
間
と
費
用
を
要
す
る
た
め
、流

域
の
開
発
状
況
、上
下
流
の
流
下
能
力
の
バ
ラ

ン
ス
や
河
川
環
境
に
配
慮
し
な
が
ら
進
め
て
い

く
。ま
た
、ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
等
ソ
フ
ト
対
策
の

充
実
を
図
り
総
合
的
な
治
水
対
策
に
鋭
意
努
め

て
い
く
。

　
「
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
」の

   

採
用
に
つ
い
て

Ｉ
Ｔ
総
合
セ
ン
タ
ー
の
設
計
等
に
も
採

用
さ
れ
た
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
の
採
用
基
準
、

選
定
委
員
の
選
定
基
準
は
な
に
か
。

「
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
基
づ
く
建
設
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
の
特
定
手
続
き
」を
定
め
、調

査
、設
計
等
の
業
務
を
発
注
す
る
際
、そ
の
内
容

が
技
術
的
に
高
度
な
も
の
、専
門
的
な
技
術
を

要
す
る
も
の
、標
準
的
な
実
施
手
法
が
定
め
ら

れ
て
い
な
い
業
務
に
採
用
す
る
こ
と
に
し
て
い

る
。選
定
委
員
は
、職
員
か
ら
な
る
選
定
委
員

会
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、必
要
に

応
じ
外
部
の
意
見
も
求
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。

　

紀
の
国
森
づ
く
り
税

和
歌
山
市
議
会
な
ど
か
ら
廃
止
を
求
め

る
決
議
書
が
提
出
さ
れ
る
な
ど
県
民
合
意
を
得

た
と
は
言
え
な
い
状
況
の
中
で
、１９
年
４
月
実

施
は
見
送
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

税
の
趣
旨
の
理
解
を
得
る
た
め
、「
県
民

の
友
」な
ど
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
、ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、

県
内
各
地
で
１９
回
、年
末
調
整
説
明
会
会
場
１５

カ
所
で
説
明
会
等
を
行
っ
て
き
た
。既
に
公
布

さ
れ
た
条
例
の
円
滑
な
施
行
に
向
け
、一
層
の
理

解
と
協
力
を
得
る
た
め
、周
知
啓
発
活
動
に
取

り
組
ん
で
い
く
。

　

県
道
小
豆
島
船
所
線
の
鳴
滝
川
に　

　

架
か
る
水
道
橋
架
け
替
え　
　

現
在
、河
川
管
理
道
路
の
拡
幅
改
修
工

事
も
進
み
、橋
の
架
け
替
え
工
事
に
よ
り
交
通

渋
滞
緩
和
、通
学
路
の
安
全
確
保
も
図
ら
れ
る

と
考
え
る
が
、架
け
替
え
の
目
途
は
。

国
と
県
で
進
め
て
い
る
鳴
滝
川
改
修
事

業
に
合
わ
せ
て
架
け
替
え
る
予
定
で
、詳
細
な

計
画
の
調
整
を
行
っ
て
い
る
。早
期
整
備
に
向

け
努
力
し
て
い
く
。

　

情
報
通
信
基
盤
の
整
備
状
況

近
年
の
情
報
通
信
分
野
の
技
術
革
新
は

目
覚
ま
し
い
が
、民
間
事
業
者
の
投
資
を
期
待

で
き
な
い
地
域
で
は
、そ
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ

ず
、情
報
格
差
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。本
県
の

情
報
格
差
の
現
状
や
取
り
組
み
方
針
は
。

山
間
地
域
を
中
心
に
不
採
算
地
域
で
は

情
報
格
差
が
存
在
し
、そ
の
解
消
が
喫
緊
の
課

題
で
あ
る
。「
和
歌
山
県
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
基
盤

整
備
５
カ
年
計
画
」を
策
定

し
、格
差
が
多
く
存
在
す

る
１０
市
町
を
重
点
整

備
地
域
と
位
置
づ
け
、

平
成
２２
年
度
ま
で
の
５

カ
年
で
基
盤
整
備
を
行

い
、格
差
を
解
消
す
る
方

針
で
あ
る
。

　

児
童
虐
待

直
接
問
題
に
立
ち
向
か
う
児
童
相
談
所

に
必
要
な
人
員
配
置
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
は

な
い
か
。ま
た
、地
域
で
の
諸
機
関
の
連
携
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。

い
ち
早
く
児
童
の
安
全
確
保
を
図
る
た

め
迅
速
に
対
応
で
き
る
体
制
、処
遇
が
困
難
な

事
例
等
へ
の
的
確
な
対
応
が
で
き
る
体
制
が
重

要
と
考
え
る
。平
成
１８
年
度
は
児
童
福
祉
司
３

名
増
を
図
っ
た
。地
域
連
携
に
つ
い
て
は
、警
察
、

教
育
、医
療
等
関
係
機
関
や
民
生・児
童
委
員
等

で
構
成
す
る「
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議

会
」を
平
成
１９
年
度
中
に
県
内
全
市
町
村
で
設

置
す
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
る
。

県議会だより／   月定例会の概要
平成18年度
一般会計補正予算などを可決
■知事職務代理者説明要旨
　知事職務代理者である副知事は、議案の説明に先立ち、県発注工事を巡る談合事件に関し
て、知事及び出納長の逮捕という不祥事に至ったことについて、深く陳謝しました。
　また、失われた信頼を取り戻すため、県職員全員が公務員の精神に立ち返り、県民の厳しいご
意見を真摯に受け止め、事件の原因究明や入札制度を含めた県行政全体の透明性の確保に真
正面から取り組み、県政の再生に誠心誠意努力していくと述べました。

■議決結果・意見書等
　　　項　目
知事提出の予算案件
　　〃　　条例案件
　　〃　その他案件
　　〃　　決算案件
議員提出の条例案件

知事専決処分報告
請　　　　　　　願
意　　　見　　　書

 件 数
1件
1件
9件
2件
2件
1件
3件
3件
1件

結　果

可　決

認　定
可　決
否　決
承　認
継　続
可　決

　　　　　　　　　　　　　概　要
平成18年度和歌山県一般会計補正予算
和歌山県消防団員等賞じゅつ金条例の一部を改正する条例
当せん金付証票の発売総額について等
平成17年度和歌山県歳入歳出決算の認定について等
和歌山県議会会議規則の一部を改正する規則等
紀の国森づくり税条例の一部を改正する条例
平成18年度和歌山県一般会計補正予算等
南紀高等学校看護科存続についての請願等
地方の課題解消に不可欠な道路特定財源制度の堅持を求める意見書

【会期中の主な動き】
・知事、出納長不在という異常事態の中での定例会開催と
なり、会期は５日間となりました。
・本会議の一般質問は6名の議員が登壇しました。
・主な質問とこれに対する知事職務代理者や関係当局の
答弁は次のとおりです。（要約抜粋）

県議会では、県が策定する基本的な計画に対して議会の
議決を義務づける条例を検討しています。公開された議
会での議案審議を通じ、透明性が高いより良い計画作り
を目指します。検討内容は県議会ホームページに掲載。

●問い合わせ／県議会事務局調査課　☎073-441-3580
●県議会ホームページ　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/200100/www/

問問問 答答

問問 答答

問問問 答

問答

答答

問答 問答

問答

答

一 般 質 問

会期／12月4日から12月8日までの5日間

※
そ
の
業
務
に
最
も
適
し
た
創
造
力・技
術
力・経
験
な
ど
を
も
つ

　
「
設
計
者
」を
選
ぶ
方
式

【
談
合
事
件
関
連
】

【
そ
の
他
】

12

と
ら

ち
ょ
う
ら
く

※

県議会からのお知らせ県議会からのお知らせ県議会からのお知らせ県議会からのお知らせ県議会からのお知らせ

し ん し


